
平成３０年１０月臨時教育委員会 会議録

1 開催期日 平成３０年１０月 １日（月）

開会 午前 １０時３０分

閉会 午前 １０時５８分

２ 開催場所 役場 ２階 会議室

３ 出席者名 教育長 布 施 東 雄

委 員 原 田 光 雄

委 員 宮 下 静 子

委 員 不二井 悟 史

委 員 北 川 えい子

局 長 菅 谷 吉 晴

局参事 泊 昌 司

次 長 朝 倉 恵 子

４ 議 事

１ 教育長の職務代理者の指名

５ 議事の経過について

事務局の進行により、前会議録の承認を得た後、教育長から、台風についての報告、穴水中学校の文部

科学省の全国２０選に選ばれたことについての報告があり、会議録署名員に不二井委員及び原田委員を指

名し、承認されました。

審議に入り、教育長の職務代理者の指名については、教育長より指名があり、教育長職務代理者に原田

光雄委員が指名されました。



＊ 主な質疑・応答等について

１０月 臨時教育委員会議事録

－ 教育長挨拶 －

１０月１日は、教育委員の任期の変わり目であります。前任の諸橋委員には、ちょうど教育委員会制度

が変わるということが騒がれて、教育委員会そのものをもっと活性化するにはどうすればいいかというこ

とで随分とご尽力をいただきましたし、おかげさまで委員会のあり方も、県から注目されるようなことを

ずっとやってこれました。この度、残念ながら退任され、新しく北川委員をお迎えすることになりました。

また我々、私も含めて５名、前任者の意思を継いでやっていきたいと思います。

臨時会ということで、特段、報告はございませんが、昨日の台風で、学校は特に大きな被害もありませ

んでした。しかし役場では対策会議を５回開きまして、いろいろな情報を得ながら早め早めに対策を行い

まして、結果的には何もなかったのですが、避難所開設や避難勧告や各所の被害の点検を行ってまいりま

した。奥能登はまだ被害がなかったですが、全国を縦断したということで特に太平洋側は、大変なめにあ

っているのではないかと思っています。追っかけて２５号が発生したということですが、台風の影響があ

ったとしたら稲刈りが１０月４日に延期になりました。中止ということも考えましたが、地域の方もぜひ

やりたいとおっしゃってくださって、４日に行います。

また、穴水中学校が近年３ヶ年の学力テストで大変良い成績を収めているということで、文部科学省で

全国の２０中学校の成果を上げている２０校に選ばれました。どういう取組みをしてきたのかということ

で報告いたしました。 以上です。

－ 議事 －

教 育 長 では議事に入りたいと思います。

事 務 局 長 議事「穴水町教育委員会教育長職務代理者の指名について」説明

８ページをお開きください。その指名については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」第１３条第２項におきまして、「教育長に事故がある特、又は教育長が欠けたときは、あ

らかじめその指名する委員がその職務を行う。」とあります。これは、教育長が病気などの理

由で一時的に職務を行うことができない場合、あるいは、辞職するなどの理由で教育長がいな

くなった場合に、教育長に代わって職務を行う教育委員をあらかじめ指名しておこうというも

のであります。この指名につきましては、教育長が教育委員の中から指名することとなってい

ますので、ご了承をお願いしたいと思います。

教 育 長 原田光雄委員を、教育長の職務代理者に指名したいと思います。原田委員、よろしくお願いい

たします。

原 田 委 員 どうぞ、よろしくお願いいたします。



教 育 長 それでは、その他です。お願いします。

事 務 局 長 その他の（１）「平成３０年度石川県市町教育委員会連合会研究大会の出席について」

（詳細説明）

教 育 長 よろしいでしょうか。

全 員 はい。

事 務 局 長 次に（２）「平成３１年度(執行)学校予算要望の日程について」
（詳細説明）

（日程調整）

（出欠確認）

日程ですが、前回の定例教育委員会において、次回の定例教育委員会の日程を決めたのですが、

その後ご都合の悪い方もおられまして、ここで新たに日程を変更して決めていただければと思

います。

教 育 長 それでは、前回決まったのですが、１０月の日程をいつにすればいいかということをお願いい

たします。

（日程調整）

事 務 局 長 １０月２９日（月）の午前１０時から、よろしくお願いいたします。

教 育 長 他に全体を通して何かございませんでしょうか。

（途中省略）

教 育 長 ありがとうございました。以上で、本日の臨時教育委員会はこれをもって閉会といたします。

以 上



穴水町教育委員会会議規則（昭和 31年教育委員会規則第 2号）第 15条第 2項の規定により、署名する。

会議録署名員

教 育 委 員

教 育 委 員


